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告　　　　　示
 　　　　　　　　　　　　

山形県告示第111号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　令和７年２月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　土地改良区の名称

　　東根市土地改良区

２　事務所の所在地

　　東根市大字野川2074番地の93

３　認可年月日

　　令和７年２月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第112号

　次の開発行為は、完了した。

　　令和７年２月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号　　

　　令和６年10月２日　指令村総建第193号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　上山市三本松117番２、117番３、118番１、119番、120番、913番、915番１、916番１、917番１

３　開発許可を受けた者の住所及び名称

　　上山市八日町２番20号　有限会社山形第一不動産

県 章
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公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　なお、この随意契約に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第372号）第１条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。

　　令和７年２月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量　

(1) ＩＰ電話対応デジタル電話交換機本体　SV9500CT　一式

(2) 設備保守（主装置、パッケージ）　 一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県総務部管財課　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)2064

３　随意契約の相手方を決定した日　令和７年１月16日　　

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

    東日本電信電話株式会社山形支店　山形市薬師町二丁目18番１号　　

５　随意契約に係る契約金額　

　　１の(1)から(2)までのそれぞれについて次のとおり。

(1) 111,804,000円

(2)  27,720,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　随意契約

７　随意契約による理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１項第２号該当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定により、令和６年11月から同年12

月に実施した監査の結果に関する報告について、同条第９項の規定により次のとおり公表する。

　　令和７年２月14日

山形県監査委員　　奥　　　山　　　誠　　　治

山形県監査委員　　髙　　　橋　　　啓　　　介

山形県監査委員　　松　　　田　　　義　　　彦

山形県監査委員　　海　老　名　　　信　　　乃

第１　監査の概要

(1) 監査の基準

　　　山形県監査委員監査基準（令和２年４月県監査委員訓令第１号）に準拠して実施

(2) 監査の種類

　　　財務監査（定期監査）

(3) 監査の対象及び着眼点（評価項目）

財務等に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を

挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか

(4) 監査の実施内容

　　　関係書類を調査するとともに、監査対象機関の長等から説明を聴取するなどの方法により実施

第２　監査実施状況

　監査は、監査対象機関46箇所について、次のとおり実施した。

監 査 対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員

酒 田 東 高 等 学 校 令和６年11月13日 奥山委員 松田委員
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庄 内 警 察 署 令和６年11月13日 奥山委員 松田委員

酒 田 警 察 署 令和６年11月13日 奥山委員 松田委員

庄 内 児 童 相 談 所 令和６年11月13日 髙橋委員 海老名委員

鶴 岡 乳 児 院 令和６年11月13日 髙橋委員 海老名委員

知的障がい者更生相談所庄内支所 令和６年11月13日 髙橋委員 海老名委員

工 業 技 術 セ ン タ ー 庄 内 試 験 場 令和６年11月13日 髙橋委員 海老名委員

庄 内 教 育 事 務 所 令和６年11月13日 髙橋委員 海老名委員

消 防 学 校 令和６年11月14日 奥山委員 松田委員

水 産 研 究 所 令和６年11月14日 奥山委員 松田委員

致 道 館 中 学 校 令和６年11月14日 髙橋委員 海老名委員

致 道 館 高 等 学 校 令和６年11月14日 髙橋委員 海老名委員

鶴 岡 高 等 養 護 学 校 令和６年11月14日 髙橋委員 海老名委員

庄 内 空 港 事 務 所 令和６年11月29日 奥山委員 松田委員

加 茂 水 産 高 等 学 校 令和６年11月29日 奥山委員 松田委員

こども医療療育センター庄内支所 令和６年11月29日 髙橋委員 海老名委員

鶴 岡 中 央 高 等 学 校 令和６年11月29日 髙橋委員 海老名委員

最 上 教 育 事 務 所 令和６年12月４日 松田委員 ―

新 庄 神 室 産 業 高 等 学 校 令和６年12月４日 松田委員 ―

環 境 科 学 研 究 セ ン タ ー 令和６年12月４日 髙橋委員 海老名委員

森 林 研 究 研 修 セ ン タ ー 令和６年12月４日 髙橋委員 海老名委員

最 上 学 園 令和６年12月10日 松田委員 ―

鳥 海 学 園 令和６年12月10日 松田委員 ―

米 沢 興 譲 館 高 等 学 校 令和６年12月10日 髙橋委員 海老名委員

小 国 高 等 学 校 令和６年12月10日 髙橋委員 海老名委員
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庄 内 農 業 高 等 学 校 令和６年12月10日 髙橋委員 海老名委員

米 沢 商 業 高 等 学 校 令和６年12月19日 松田委員 ―

南 陽 高 等 学 校 令和６年12月19日 松田委員 ―

南 陽 警 察 署 令和６年12月19日 松田委員 ―

置 賜 教 育 事 務 所 令和６年12月19日 髙橋委員 海老名委員

置 賜 農 業 高 等 学 校 令和６年12月19日 髙橋委員 海老名委員

荒 砥 高 等 学 校 令和６年12月19日 髙橋委員 海老名委員

庄 内 職 業 能 力 開 発 セ ン タ ー 令和６年12月23日 松田委員 ―

内 水 面 水 産 研 究 所 令和６年12月23日 松田委員 ―

金 峰 少 年 自 然 の 家 令和６年12月23日 松田委員 ―

長 井 高 等 学 校 令和６年12月23日 松田委員 ―

酒 田 西 高 等 学 校 令和６年12月23日 松田委員 ―

遊 佐 高 等 学 校 令和６年12月23日 松田委員 ―

酒 田 特 別 支 援 学 校 令和６年12月23日 松田委員 ―

庄 内 食 肉 衛 生 検 査 所 令和６年12月23日 海老名委員 ―

工 業 技 術 セ ン タ ー 置 賜 試 験 場 令和６年12月23日 海老名委員 ―

産 業 技 術 短 期 大 学 校 庄 内 校 令和６年12月23日 海老名委員 ―

鶴 岡 工 業 高 等 学 校 令和６年12月23日 海老名委員 ―

庄 内 総 合 高 等 学 校 令和６年12月23日 海老名委員 ―

鶴 岡 養 護 学 校 令和６年12月23日 海老名委員 ―

鶴 岡 警 察 署 令和６年12月23日 海老名委員 ―

第３　監査の結果

　是正又は改善を要する事項は次のとおりであり、それらを除いては、上記により監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営

の合理化に努めていることが認められた。

　(1) 指摘事項

　　　監査において、是正又は改善を要するとして指摘したものは、次のとおりである。

イ　酒田東高等学校
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　(ｲ) 工事・物品購入等の分割などが適切でないもの

　　　　（内容）

　１件の予定価格が500万円を超える工事の請負に係る支出負担行為については公所長に委任されていな

いにもかかわらず、理由もなく分割し執行しているもの

　　　　　２階普通教室エアコン機器（その１）修理業務　4,345,000円

　　　　　２階普通教室エアコン機器（その２）修理業務　4,884,000円

　(ﾛ) 支出事務が適切でないもの

　　　　（内容）

　　　　　正当な理由もなく、旅行の最終日から３箇月を超えて遅延している旅費の支給が相当数あるもの

　　　　　　３箇月超　51件

ロ　庄内空港事務所

　(ｲ) 入札事務が適切でないもの

　　　　（内容）

　　　　　契約締結後に積算に関する条件提示書の誤りが判明し、契約を解除したもの

　　　　　令和５年度（繰越明許）　空港整備事業費　庄内空港滑走路端安全区域整備工事

　　　　　　令和６年３月15日　契約

　　　　　　令和６年４月３日　誤り判明

　　　　　　令和６年４月19日　契約解除

　　　　　　令和６年７月３日　再契約

ハ　最上教育事務所

　(ｲ) 支払先を誤って支出し、支払金額を返納させたもの

　　　　（内容）

　　　　　非常勤職員報酬及び費用弁償

　　　    　誤った支払先への支払日　令和６年６月10日

　　　    　戻入日　　　　　　　　　令和６年７月５日

　　　    　正しい債権者への支払日　令和６年６月19日

　　 　   　支出金額　　　　　　　　102,740円

ニ　置賜農業高等学校

　(ｲ) 物品の管理が適切でないもの

　　　　（内容）

　　　　　指定物品について、不用決定及び処分に係る決裁を行わず廃棄しているもの

　   　 　　指定物品名　プログラムフリーザー　

　   　 　　取得価格　　2,077,920円

(2) 注意事項

　　　監査において、是正又は改善を要するとして注意したものは、次のとおりである。

イ　収　入

　(ｲ) 納入の通知が通知すべき日から１箇月を超えて遅延した１万円以上のもの（加茂水産高等学校）

ロ　支　出

　(ｲ) 支払期限内に支払をしていないもの（置賜農業高等学校）

　(ﾛ) 報酬、給料、諸手当、報償費若しくは旅費等の額の決定又は支給が適切でないもの（鶴岡養護学校）

　(ﾊ) 検収の事務処理が適切でないもの（南陽高等学校）

ハ　契　約

　(ｲ) 債務の履行確認が不十分なもの（こども医療療育センター庄内支所）
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　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、令和６年６月11日に公表した包括外部監

査の結果に基づき講じた措置について、令和７年１月28日付けで山形県知事から通知があった。

　　令和７年２月14日

山形県監査委員　　奥　　　山　　　誠　　　治

山形県監査委員　　髙　　　橋　　　啓　　　介

山形県監査委員　　松　　　田　　　義　　　彦

山形県監査委員　　海　老　名　　　信　　　乃

所　　管　　課

（関係課）
監　　　　査　　　　結　　　　果 措　　置　　の　　内　　容

環境科学研究セン

ター

２．各試験研究機関への往査

②　環境科学研究センター

ア　１者随意契約とする理由の説明が不十分

　令和５年３月８日に起案された支出伺に付随

する「１者随意契約理由書」では、「（略）、

漏洩点検を実施し、空調設備点検も行い所内の

設備に精通している業者Ａと１者随意契約を行

うものである。」との記載があった。

　機器の部品交換が可能な業者は県内において

複数あり、加えて契約金額も約40万円と高額で

あるため、「公正性の確保」「経済性の確保」の

観点から１者随意契約とする理由としては十分

ではない。

　随意契約は、競争入札を原則とする契約方式

の例外であることを十分認識し、１者随意契約

とする理由が客観的に合理的と判断されるよう

な記載がなされるよう見直しが必要である。な

お、当該事案以外にも１者のみの随意契約とす

る合理的理由となっていない事案を確認してお

り、改めて随意契約の必要性とその理由につい

て検討されたい。

　監査結果を所内で共有するとともに

定例所内打合せ（令和６年１月）にお

いて契約に当たっては、各担当が１者

随意契約以外の契約方法とすることが

できないかの視点をもって検討すると

ともに、１者随意契約とする場合、そ

の理由について、客観的に合理的と判

断されるような記載内容となるよう各

部で留意してもらうこととした。

　また、令和６年１月に行った指摘事

案と同様の空調設備修繕契約につい

て、契約方法を検討し、見積もり合わ

せにより契約の相手方を決定した。

環境科学研究セン

ター

２．各試験研究機関への往査

②　環境科学研究センター

イ　特殊勤務実績簿の不正確な決裁押印手続き

　特殊勤務実績簿のうち、「有毒ガス発生を伴

う作業従事職員特殊勤務実績簿」を査閲したと

ころ、決裁欄にある「所長」の枠内に副所長印

が押印されているケースが散見された。所長不

在に伴う代理印とのことであるが、「代理」で

ある旨の記載がないことから代理印を押印する

場合には、「代理」である旨がわかるように印

字周辺に「代」と記載する等の対応を実施され

たい。

　監査結果を所内で共有するととも

に、定例所内打合せにおいて代理決裁

者が決裁する場合には、「代」の記載

漏れが無いよう注意喚起し、決裁後当

該実績簿が担当者に戻った際において

も記載漏れがないかの確認を徹底する

こととした。

環境科学研究セン

ター

２．各試験研究機関への往査

②　環境科学研究センター

ウ　物品の借用延滞

　備品・物品の現物調査を実施したところ、倉

庫内に借用期間を超過した電動ミニカーを発見

した。当該物品は、県内事業者から借用を受け

たものであるが、借用期間の超過に際して当該

　当該電動ミニカーについては、令和

５年９月に返却した。
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事業者と口頭により合意していたとのことであ

る。ただしその合意内容は文書化されていな

い。

　借用申請書の借用期限から２年を超過し、そ

の後の無償貸し出しに関して、合意内容の文書

化がなされていないことから、その責任関係が

あいまいな状況である。さらに、返還に関する

協議もなされず物品はほぼ使用されることなく

倉庫に保管されたままであることを踏まえる

と、このままの状況ではさらに長い年月を保管

することになる恐れもある。この場合、時の経

過に伴いバッテリーの不具合を含む故障やあい

まいな責任関係のなかで想定しない損失負担が

生じる可能性もあることから早急に返却すべき

である。

工業技術センター ２．各試験研究機関への往査

④　工業技術センター

ア　研究室の天井からの水漏れ

　本館４階の蛍光Ｘ線分析室にて天井から水漏

れが生じている事案が発見された。当研究室に

は試験研究用備品として精密機器も多く保管さ

れていることから、速やかに対処し、資産の保

全に務める必要がある。

　天井からの水漏れ箇所は、修繕を完

了した（令和５年８月２日完了）。

工業技術センター ２．各試験研究機関への往査

④　工業技術センター

イ　毒物及び劇物受払記録の不備

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

受払簿に受払記録がつけられていなかった。こ

の点、化学物質管理要綱上は、購入・使用・廃

棄に際し、日付とともにその量を記録すると規

定されており、規則に反している。

　毒物及び劇物については、少量で致死量に達

する場合もある危険物であることから厳正な取

扱いが求められるところであり、盗難や紛失、

不正使用防止の観点から、毒劇物の受払記録に

よる管理は非常に重要である。以上より、化学

物質管理要綱の規定通り毒物及び劇物に関する

受払記録をつけるよう是正されたい。

　令和６年４月１日付けで化学物質管

理要綱を改正し、管理簿により残存

量、使用量等を把握できるようにし、

適正な受払記録を徹底した。また、毎

年化学物質の保管リストと保管量を照

合することとした。

工業技術センター ２．各試験研究機関への往査

④　工業技術センター

ウ　毒劇物保管庫の鍵の管理不備

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

毒劇物保管庫の鍵について、使用簿に付属して

劇物保管棚に掛けて保管されており、職員であ

れば誰でも自由に持ち出し可能な状況となって

いる。この点、当施設においては、毒劇物の管

理に関する「化学物質管理要綱」を定めている

が、毒劇物保管庫の鍵の使用及び保管について 

は当該管理要綱において特に定められていな

　令和６年４月１日付けで化学物質管

理要綱を改正し、管理簿により貸出し

の記録を行うとともに、管理責任者を

配置して鍵の管理を徹底した。
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い。なお、この状況は厚生労働省医薬・生活衛

生局医薬品審査管理課長通達（平成30年７月24

日付け薬生薬審発0724第１号）に従っていない

ことにもなる。

　毒物及び劇物については、少量で致死量に達

する場合もある危険物であることから厳正な取

扱いが求められるところであり、盗難や紛失、

不正使用防止の観点から、毒劇物保管庫の鍵の

管理は非常に重要である。従って、毒劇物保管

庫の鍵の管理については、鍵の保管責任者を明

確にし、毒劇物使用目的以外の持出し牽制機能

が働くような管理の仕組みを構築すべきであ

る。

工業技術センター ２．各試験研究機関への往査

④　工業技術センター

エ　備品台帳と現物保管場所の相違

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

備品台帳の記載と異なる場所に移動・保管され

ている備品があった。試験研究機関における備

品は研究課題や研究職員と紐づくものも多く、

備品保管場所を台帳に反映しない場合、研究終

了後や当該研究職員が異動した場合等において

然るべき管理ができなくなる恐れがある。特に

研究用備品は比較的高額であることから、紛失

等の可能性を考えると一時的な場所移動を除

き、備品台帳もそれに合わせ適宜更新すること

が望まれる。

　当該備品については、備品台帳上の

保管場所に戻した。また、当該指摘に

対しては、所内のミーティング（幹部

職員出席）において、保管場所を移動

した場合には、備品台帳の保管場所を

変更するよう注意喚起した。

工業技術センター ２．各試験研究機関への往査

④　工業技術センター

オ　備品標示票の未貼付

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

３点について備品標示票が未貼付であり、山形

県財務規則第155条の規則違反の状況である。

備品標示票を貼付する目的は、備品の所有権を

明らかにし、かつ、物品番号を表示することで

定期的な県有財産台帳との照合確認を容易なら

しめることにある。

　従って、備品標示票の有無も含め、確認を行

うとともに、備品標示票の貼付されていない県

有備品について、備品の所有権を明確にし、定

期的に実施する備品一覧表との照合確認を容易

に行うことができるよう、山形県財務規則第

155条の規定に従い、所定の備品標示票を備品

現物へ貼付する、若しくは適宜の方法により、

適切な管理をしていくよう是正されたい。

　指摘のあった備品については、いず

れも備品標示票を貼付した。また、当

該指摘に対しては、所内のミーティン

グ（幹部職員出席）において、備品標

示票の貼付についてもチェックを行う

よう注意喚起した。
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置賜試験場 ２．各試験研究機関への往査

⑤　置賜試験場

ア　毒物及び劇物受払記録の不備

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

受払簿に受払記録がつけられていなかった。こ

の点、化学物質管理要綱上は、購入・使用・廃

棄に際し、日付とともにその量を記録すると規

定されており、規則に反している。

　また、当施設の現地調査時（９月４日）、毒

物及び劇物の管理状況を確認するとともに、保

管在庫の中からサンプルを抽出し、実際の在庫

量と危険物在庫一覧上の在庫量との照合を実施

したところ、不一致となっている品目が散見さ

れた。

　毒物及び劇物については、少量で致死量に達

する場合もある危険物であることから厳正な取

扱いが求められるところであり、盗難や紛失、

不正使用防止の観点から、毒劇物の受払記録に

よる管理は非常に重要である。以上より、化学

物質管理要綱の規定通り毒物及び劇物に関する

受払記録をつけるよう是正されたい。

　令和６年４月１日付けで化学物質管

理要綱を改正し、管理簿により残存

量、使用量等を把握できるようにし、

適正な受払記録を徹底した。また、毎

年化学物質の保管リストと保管量を照

合することとした。

置賜試験場 ２．各試験研究機関への往査

⑤　置賜試験場

イ　毒劇物保管庫の鍵の管理不備

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

毒劇物保管庫の鍵について、当該毒劇物保管庫

の下に設置されている未施錠の机の引き出しに

保管されており、職員であれば誰でも自由に持

ち出し可能な状況となっている。この点、当施

設においては、毒劇物の管理に関する「化学物

質管理要綱」を定めているが、毒劇物保管庫の

鍵の使用及び保管については当該管理要綱にお

いて特に定められていない。なお、この状況は

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

長通達（平成30年７月24日付け薬生薬審発0724

第１号）に従っていないことにもなる。

　毒物及び劇物については、少量で致死量に達

する場合もある危険物であることから厳正な取

扱いが求められるところであり、盗難や紛失、

不正使用防止の観点から、毒劇物保管庫の鍵の

管理は非常に重要である。従って、毒劇物保管

庫の鍵の管理については、鍵の保管責任者を明

確にし、毒劇物使用目的以外の持出し牽制機能

が働くような管理の仕組みを構築すべきであ

る。

　令和６年４月１日付けで化学物質管

理要綱を改正し、管理簿により貸出し

の記録を行うとともに、管理責任者を

配置して鍵の管理を徹底した。

置賜試験場 ２．各試験研究機関への往査

⑤　置賜試験場

ウ　物品台帳と現物保管場所の相違

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

　備品台帳の保管場所を修正し登録し

た。保管場所を移動した場合には、備

品台帳の保管場所を変更するよう職員

会議にて口頭で注意喚起を行い、改め
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覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

備品台帳の記載と異なる場所に移動・保管され

ている備品があった。試験研究機関における備

品は研究課題や研究職員と紐づくものも多く、

備品保管場所を台帳に反映しない場合、研究終

了後や当該研究職員が異動した場合等において

然るべき管理ができなくなる恐れがある。特に

研究用備品は比較的高額であることから、紛失

等の可能性を考えると一時的な場所移動を除

き、備品台帳もそれに合わせ適宜更新すること

が望まれる。

て徹底した。

置賜試験場 ２．各試験研究機関への往査

⑤　置賜試験場

エ　備品標示票の未貼付

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

２点について備品標示票が未貼付であった。山

形県財務規則第155条をみると、表示すること

が困難な場合を除き、適正な備品標示票の貼付

を義務付けているため、規則違反の状況であ

る。

　従って、備品標示票の有無も含め、確認を行

うとともに、備品標示票の貼付されていない県

有備品について、備品の所有権を明確にし、定

期的に実施する備品一覧表との照合確認を容易

に行うことができるよう、山形県財務規則第

155条の規定に従い、所定の備品標示票を備品

現物へ貼付する、若しくは適宜の方法により、

適切な管理をしていくよう是正されたい。

　当該備品については、いずれも備品

標示票を貼付した。備品への備品標示

票の貼付について、庶務担当者だけで

なく使用部署においてもチェックを行

うよう徹底した。

庄内試験場 ２．各試験研究機関への往査

⑥　庄内試験場

ア　毒物及び劇物受払記録の不備

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

受払簿に受払記録がつけられていなかった。こ

の点、化学物質管理要綱上は、購入・使用・廃

棄に際し、日付とともにその量を記録すると規

定されており、規則に反している。

　加えて、在庫数量管理もしていない現状の取

扱いでは、正しい在庫数の把握は困難な状況で

あり、盗難や紛失等重大インシデントが生じた

際、速やかに把握・対応することが難しくな

る。

　以上より、毒物及び劇物に関する受払記録を

つけるよう是正されたい。なお、毒物及び劇物

の中には最後に使用してから年月が経過してい

る使用頻度の極めて低い薬品も見受けられた。

これらについては管理コスト及び紛失や盗難、

容器破損等のリスク低減の観点から廃棄処分の

要否についても併せて検討されたい。

　令和６年４月１日付けで化学物質管

理要綱を改正し、管理簿により残存

量、使用量等を把握できるようにし、

適正な受払記録を徹底した。また、毎

年化学物質の保管リストと保管量を照

合することとした。

　使用頻度の極めて低い薬品について

は、破棄も含めて対応の検討を始めて

いる。
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庄内試験場 ２．各試験研究機関への往査

⑥　庄内試験場

イ　備品標示票の未貼付

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

５点について備品標示票が未貼付であり、山形

県財務規則第155条の規則違反の状況である。

備品標示票を貼付する目的は、備品の所有権を

明らかにし、かつ、物品番号を表示することで

定期的な県有財産台帳との照合確認を容易なら

しめることにある。

　従って、備品標示票の有無も含め、確認を行

うとともに、備品標示票の貼付されていない県

有備品について、備品の所有権を明確にし、定

期的に実施する備品一覧表との照合確認を容易

に行うことができるよう、山形県財務規則第

155条の規定に従い、所定の備品標示票を備品

現物へ貼付する、若しくは適宜の方法により、

適切な管理をしていくよう是正されたい。

　当該備品については、いずれも備品

標示票を貼付した。備品への備品標示

票の貼付について、庶務担当者だけで

なく使用部署においてもチェックを行

うよう徹底した。

農業総合研究セン

ター

２．各試験研究機関への往査

⑧　農業総合研究センター

ア　競争的資金等不正使用防止計画に定める対

策に即していない検収

　当センターにおける競争的資金等不正使用

防止計画によれば、「物品の購入等にあたって

は、発注は基本的に事務職員が行い、検収につ

いては、原則として購入する職員より上位の職

員２名（事務職員含む）が行う。」旨が記載さ

れている。この点、競争的資金等を財源とした

物品購入一覧を査閲したところ、全件研究者に

よって発注されていた。また、ある一般需用費

取引に関しては、検収者のうち、１名が発注者

（購入する職員）と同位の職員であった。

　これらの検収は、本計画に反しており、是正

するよう対応されたい。なお、本計画に従った

運用が難しいということであれば、不正リスク

を踏まえ、必要十分な内部牽制が可能となるよ

う本計画の見直しを検討すべきである。

　研究で使用する物品の発注は研究員

が行っている実態に即し、令和６年度

から競争的資金等不正使用防止計画に

おいて発注担当者を事務職員に限定し

た規定を改めるとともに、納品検査に

ついても発注担当者以外の２名が行

い、うち１名は発注担当者より上位の

職位の者が行うよう改正した。

農業総合研究セン

ター

２．各試験研究機関への往査

⑧　農業総合研究センター

イ　会計事務の手引に即していない一般需用費

の検収

　会計事務の手引によれば、「物品購入の履行

確認については、担当者とは別の者が行うこと

とし、より上位の職位の者による確認を行うこ

とで、確実に内部牽制機能が働くようにするこ

と。」と規定されている。この点、複数の支出

票番号の一般需用費取引に関しては、検収者２

名がいずれも発注担当者よりも下位の職員であ

　定期刊行物の発注担当者は副所長兼

研究企画部長より下位の者でも支障が

ないと判断し、令和５年度中に担当者

を見直すとともに、検収者のうち１名

は担当者より上位の職位の者が行うよ

う改めた。
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り、内部牽制機能の確実な発揮が阻害されてい

る状況であった。ついては、県の会計事務の手

引に即して速やかな是正が求められる。ただ

し、監査人が確認した取引は、定期購読物の購

入に関するものであり、発注担当者は副所長兼

研究企画部長であった。この場合、発注担当者

の上位者は所長のみとなり、所長決裁が必要と

なるが、取引内容からするとむしろ本発注業務

を下位者に権限移譲すべきである。従って、検

収手続きを是正するに際しては、単に会計事務

に即して判断するより、当該発注行為の担当を

見直すなど業務フローの変更を含めて検討され

たい。

農業総合研究セン

ター

２．各試験研究機関への往査

⑧　農業総合研究センター

ウ　毒劇物保管庫の鍵の管理不備

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

当施設の食品試料調整室、稲作生理生態実験

室、作物調査室に設置してある毒劇物保管庫の

鍵については、無造作に室内の机の引き出しに

保管されているなど職員であれば誰でも自由に

持ち出し可能な状況となっている。

　この点、毒劇物保管庫の鍵の管理について

は、山形県農業総合研究センターにおける毒物

及び劇物管理要領に反した運用となっている。

　また、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審

査管理課長通達においても鍵の管理についての

留意事項が記載されている。

　従って、毒劇物保管庫の鍵の管理について

は、鍵の保管責任者を明確にし、毒劇物使用目

的以外の持出し牽制機能が働くような管理の仕

組みを構築すべきである。

　保管庫の鍵については、監査終了後

直ちに使用責任者が鍵のかかる机に保

管する体制とした。

　使用責任者が不在又は使用責任者が

使用者となる場合は、使用責任者より

上位の職員の者（具体的には部長）が

一時的に使用責任者として鍵を管理す

る運用とした。

　これらの内容について、定例ミー

ティングにおいて、各部長から職員に

口頭で周知した。

農業総合研究セン

ター

２．各試験研究機関への往査

⑧　農業総合研究センター

エ　毒物及び劇物の重量管理の見直し

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

毒物及び劇物の残量管理について、重量管理が

されているものと数量管理がされているものと

で、品目ごとに管理レベルに差が見られた。当

施設の現地調査時（７月31日）、毒物及び劇物

の管理状況を確認するとともに、保管在庫の中

からサンプルを抽出し、実際の在庫量と帳簿記

録（毒劇物受払簿）を確かめた。その結果、抽

出したサンプルのうち、過酸化水素（劇物）に

ついては数量管理（容器の本数）にとどまって

いた。

　この点、当センターにおける毒物及び劇物管

理要領別紙様式の注釈において、「１　容量は、

１本当たりの容量（cc、ml、リットル、g）を

　監査終了後の令和５年度中に全ての

毒劇物の保管状況及び残量を確認し、

令和６年度から10箇所の保管室全てに

おいて重量管理による残量管理とし

た。
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記入し、（略）」と指示されているため、帳簿

残高を「１本」とすることは適切ではないと考

えられる。

　従って、毒物及び劇物については、少量で致

死量に達する場合もある危険物であることから

厳正な取扱いが求められるところであり、盗難

や紛失、不正使用防止の観点から、可能な限り

重量管理していくことを検討されたい。また、

管理レベルに差を設けるのであれば、その旨を

当センターにおける毒物及び劇物管理要領に明

記することを検討されたい。

農業総合研究セン

ター

２．各試験研究機関への往査

⑧　農業総合研究センター

オ　備品標示票の不備

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

４点について備品標示票が未貼付であり、山形

県財務規則第155条の規則違反の状況である。

また、ある備品については、古いタイプの備品

標示票が貼付されており、備品台帳上の物品番

号とリンクしていない又は物品番号の印字が薄

くなり見えない状態となっていた。備品標示票

を貼付する目的は、備品の所有権を明らかに

し、かつ、物品番号を表示することで定期的な

県有財産台帳との照合確認を容易ならしめるこ

とにある。

　従って、備品標示票の有無も含め、確認を行

うとともに、古いタイプの備品標示票が貼付さ

れており、備品台帳上の物品番号とリンクして

いないものや物品番号の印字が薄くなり見えな

い状態となっているものについては、物品番号

を追記する、若しくは現行の備品標示票に更新

することにより定期的な照合確認を容易に行え

るようにする必要がある。

　監査終了後直ちに備品標示票が未貼

付の備品４点に備品標示票を貼付する

とともに、古いタイプの備品標示票が

貼付されていた備品２点は、現行の備

品標示票に貼り替えた。

園芸農業研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑨　園芸農業研究所

ウ　備品標示票の不備

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

４点について備品標示票が未貼付であった。山

形県財務規則第155条をみると、表示すること

が困難な場合を除き、適正な備品標示票の貼付

を義務付けているため、規則違反の状況であ

る。

　加えて、備品に貼付されている備品標示票に

ついて、印刷不備により内容の一部が記載され

ていなかった事案もあった。この点、山形県財

務規則第155条をみると、表示することが困難

な場合を除き、適正な備品標示票の貼付を義務

　未貼付の４点については各部担当者

が貼付を行い、副所長が確認を行っ

た。印刷不備により内容の一部が無記

載の備品標示票は、すべて記載されて

いるものと貼替を部担当者が行い副所

長が確認を行った。今後は、毎年の備

品台帳との照合の際、各部担当者が備

品標示票の貼付の有無、記載漏れの有

無を照合表にチェック記入し、総務課

に提出する。総務課で内容を確認し、

貼替の必要な備品標示票がある場合は

各部担当者と貼替作業を行うこととし

た。
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付けているため、規則違反の状況である。

　従って、備品標示票の有無も含め、確認を行

うとともに、印刷不備により内容の一部が表示

されていない備品については適正な備品標示票

を貼るよう是正されたい。

　また、備品標示票の貼付されていない県有備

品について、備品の所有権を明確にし、定期的

に実施する備品一覧表との照合確認を容易に行

うことができるよう、山形県財務規則第155条

の規定に従い、所定の備品標示票を備品現物へ

貼付する、若しくは適宜の方法により、適切な

管理をしていくよう是正されたい。

水田農業研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑩　水田農業研究所

ア　毒物及び劇物管理規程の未整備

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

当施設では、農薬及び毒物、劇物を使用・保管

しており、農薬については、「当センター水田

農業研究所農薬管理及び適正使用要領」に沿っ

て管理・使用しているが、毒物及び劇物につい

ては、関連する規程が存在しないため、属人的

な取り扱いが生じていた。

　他方で、当センター本所や園芸農業研究所に

おいては「毒物及び劇物管理要領」が定められ

ているところであり、当センター所管の試験

研究所間で異なる取扱いがなされていることか

ら、人事異動等が生じた際に、混乱が生じる可

能性も考えられる。また、国による通知「毒劇

物危害防止規定について」では、毒劇物危害防

止規定を作成することが奨励されている。

　従って、国による通知を踏まえて、当施設に

おける毒物及び劇物に関する規程を速やかに整

備するとともに、毒物及び劇物を使用する可能

性のある当センター内の研究所と同様の毒物及

び劇物管理の規程を整備するよう検討された

い。

　所長が「山形県農業総合研究セン

ター水田農業研究所における毒物及び

劇物管理要領」を策定し、令和６年１

月１日に施行した。

水田農業研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑩　水田農業研究所

イ　毒物及び劇物表示義務違反

　毒物及び劇物取締法第12条第３項によると、

「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物

又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医

薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、

劇物については「劇物」の文字を表示しなけれ

ばならない。」と規定されているが、毒物及び

劇物が保管されている土壌物理実験室には、入

口の扉に「医薬用外劇物」という表示はみられ

るものの、「医薬用外毒物」の表示はみられな

かった。従って、現状法令違反の状況であり、

　「山形県農業総合研究センター水田

農業研究所における毒物及び劇物管理

要領」に基づき、土壌物理実験室に

「医薬用外毒物」の表示を行った。
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速やかに是正されたい。

水田農業研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑩　水田農業研究所

ウ　毒物及び劇物受払記録の不存在

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

受払記録簿が存在せず、在庫状況は毎年12月に

実施する実地棚卸でのみ把握している状況で

あった。この点、毒物及び劇物管理規程のある

当センター本所や園芸農業研究所においては、

「毒劇物を使用したときには、その内容を毒劇

物使用簿に記載するとともに、使用責任者は

使用状況及び保管状況を随時点検するものとす

る。」ものと規定されており、当センター内の

他試験場と取扱いが異なる状況である。また現

状の取扱いでは、正しい在庫数の把握は困難な

状況であり、盗難や紛失等重大インシデントが

生じた際、速やかに把握・対応することが難し

く、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管

理課長通達にも即していない。以上より、毒物

及び劇物に関する受払について記録を残すよう

是正されたい。

　「山形県農業総合研究センター水田

農業研究所における毒物及び劇物管理

要領」に基づき、「毒物及び劇物受払

簿」を作成し、保管場所に設置した。

また、研究主幹（毒劇物管理責任者）

が、適正に記録するよう担当職員に指

示した。

水田農業研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑩　水田農業研究所

オ　備品台帳登録の不備

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

2006年に備品登録され現在は廃棄処理済である

が、備品台帳に記録が残ったままになっている

備品があった。この点、平成25年６月18日付

け会計第213号「物品の管理事務について（通

知）」によれば、備品現物と備品台帳の照合確

認は毎年８月末日までに実施し、備品管理担当

者は照合確認が完了した場合、その結果を照合

確認結果により速やかに物品管理者に報告する

こととあり、規則通りの適正な事務手続きが実

施されていない。会計事務の手引及び平成25年

６月18日付け会計第213号「物品の管理事務に

ついて（通知）」に基づき、備品台帳管理を適

切に実施されるよう是正されたい。

　令和６年３月12日に、担当職員が廃

棄を確認し、不要品決議処分を行っ

た。

　また、会計局長通知による備品台帳

管理について、総務課内の打合せにお

いて、徹底する旨確認した。

水田農業研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑩　水田農業研究所

カ　備品台帳と現物保管場所の相違

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

複数備品についての備品台帳の記載と異なる場

所に移動・保管されていた。

　試験研究機関における備品は研究課題や研究

職員と紐づくものも多く、備品保管場所を台帳

に反映しない場合、研究終了後や当該研究職員

　令和６年３月12日までに、担当職員

が実態を確認し、適正な場所への登録

変更を行った。（ただし、「蒸留水製造

装置」については、一時的な移動だっ

たため、正しい登録の場所へ戻した。）
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が異動した場合等において然るべき管理ができ

なくなる恐れがある。特に研究用備品は比較的

高額であることから、紛失等の可能性を考える

と一時的な場所移動を除き、備品台帳もそれに

合わせ適宜更新することが望まれる。

水田農業研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑩　水田農業研究所

キ　異なる備品標示票の貼付

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

備品台帳に登録された番号と異なる番号の備品

標示票が貼付された備品があった。この点、山

形県財務規則第155条をみると、表示すること

が困難な場合を除き、適正な備品標示票の貼付

を義務付けているため、規則違反の状況であ

る。従って、備品標示票の貼付されていない

県有備品について、備品の所有権を明確にし、

定期的に実施する備品一覧表との照合確認を容

易に行うことができるよう、山形県財務規則第

155条の規定に従い、所定の備品標示票を備品

現物へ貼付する、若しくは適宜の方法により、

適切な管理をしていく必要がある。

　令和６年３月12日までに、担当職員

が正しい備品番号表示票を貼付した。

水田農業研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑩　水田農業研究所

ク　備品標示票の未貼付

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

12点について備品標示票が確認できなかった。

この点、山形県財務規則第155条をみると、表

示することが困難な場合を除き、適正な備品標

示票の貼付を義務付けているため、規則違反の

状況である。

　従って、備品標示票の有無も含め、確認を行

うとともに、備品標示票の貼付されていない県

有備品について、備品の所有権を明確にし、定

期的に実施する備品一覧表との照合確認を容易

に行うことができるよう、山形県財務規則第

155条の規定に従い、所定の備品標示票を備品

現物へ貼付する、若しくは適宜の方法により、

適切な管理をしていくよう是正されたい。

　令和６年３月12日までに、担当職員

が備品標示票を貼付した。なお、外作

業で汚損や剥離の恐れがある備品の標

示票については、ラベルライター等

で、番号のみの貼付も行った。

会計局会計課

（畜産研究所）

２．各試験研究機関への往査

⑪　畜産研究所

ア　再委託の定義及びその取扱いの明確化

　当施設とＡ社との間で締結した業務委託契約

の一部業務について、検査能力を有さないこと

を理由に相手方からＢ社へ再委託が行われてい

るが、当該再委託について、業務委託契約書に

定められている事前協議手続きが行われていな

い。

　令和６年２月に会計局会計課から各

課、各公所あてに、再委託の定義やそ

の取扱いを明確に示す通知を発出し

た。
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　県及び施設担当者へのヒアリングによれば、

そもそも「再委託」の定義が曖昧であり、個々

の事例に応じて契約担当者に判断が委ねられて

いる状態とのことである。確かに、再委託か否

かの一律の線引きは難しいということも理解で

きるが、現在の県の運用状況では、契約担当者

の判断次第で再委託禁止条項の適用の有無が分

かれることとなり、万が一事前協議がなされず

に行われた再委託において不測の事態が生じた

場合に、責任の所在が不明確となる。

　県は、「再委託」について定義やその取扱い

を明確に示すことにより、担当者レベルで判断

が分かれてしまうような現在の運用について是

正すべきである。

畜産研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑪　畜産研究所

イ　毒物及び劇物実地棚卸の未実施

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

毒物及び劇物について実地棚卸を実施していな

かった。「畜産研究所における毒物及び劇物管

理要領」には、「使用責任者は、毎年度末にお

いて毒劇物の整理を行い、不要なものは使用簿

にその旨を記載し、廃棄処分の手続きを行うも

のとする。」旨の定めがあり、「毒劇物の整理」

には、定期的な実地棚卸手続きの実施が含まれ

ているものと考えられる。毒物及び劇物につい

ては、少量で致死量に達する場合もある危険物

であることから厳正な取扱いが求められるとこ

ろであり、盗難や紛失、不正使用防止の観点か

ら、定期的な在庫確認を行うべきである。以上

より、毒物及び劇物について、少なくとも年に

１回は棚卸を実施し、実際の在庫量を把握する

とともに、受払記録との整合性を確かめるよう

是正されたい。

　当所の毒物及び劇物管理要領に従

い、令和６年度期首（≒令和５年度期

末）の棚卸を実施し、実際の在庫量を

把握するとともに、令和６年２月末以

降の受払記録との整合性を確認した。

なお、盗難・紛失防止等のため、保管

場所を施錠して管理している。

畜産研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑪　畜産研究所

オ　指定物品登録の不備

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

山形県事務代決及び専決事務に関する規程及び

財務会計システムによれば、自動車（軽自動車

等を除く。）は指定物品として登録する必要が

あるが、自動車であるにもかかわらず、指定物

品としての登録がなされていなかった。

　当該備品については、速やかに物品登録する

など、会計規則に沿った手続きを実行された

い。

　令和６年３月に、指定物品として登

録を完了した。
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畜産研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑪　畜産研究所

カ　備品の不存在

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

５点の備品について、現物の確認ができなかっ

た。この点、固定資産管理が適切に行われてい

る場合にはそのようなことは通常生じえない。

従って備品照合確認の実効性に疑念が生じると

ころである。従って、速やかに当該備品の有無

の確認のうえ台帳への適切な反映を実施された

い。

　５点の備品について、設置場所を確

認し、令和６年３月までに備品台帳の

設置場所の入力を完了した。

畜産研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑪　畜産研究所

キ　備品台帳と現物保管場所の相違

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

12の備品についての備品台帳の記載と異なる場

所に移動・保管されている備品があった。

　試験研究機関における備品は研究課題や研究

職員と紐づくものも多く、備品保管場所を台帳

に反映しない場合、研究終了後や当該研究職員

が異動した場合等において然るべき管理ができ

なくなる恐れがある。特に研究用備品は比較的

高額であることから、紛失等の可能性を考える

と一時的な場所移動を除き、備品台帳もそれに

合わせ適宜更新することが望まれる。

　12点の備品について、令和６年３月

までに備品台帳の設置場所の修正を完

了した。

畜産研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑪　畜産研究所

ク　異なる備品標示票の貼付

　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

備品台帳に登録された番号と異なる番号の備品

標示票が貼付されていた備品が確認された。こ

の点、山形県財務規則第155条をみると、表示

することが困難な場合を除き、適正な備品標示

票の貼付を義務付けているため、規則違反の状

況である。

　また、ある物品について２台存在し、同一の

物品標示票が貼付されていた。備品標示票が正

しく貼付されていない県有備品について、備品

の所有権を明確にし、定期的に実施する備品一

覧表との照合確認を容易に行うことができるよ

う、山形県財務規則第155条の規定に従い、所

定の備品標示票を備品現物へ貼付するよう是正

されたい。

　指摘のあった備品については、正し

い備品表示票を貼付した。

畜産研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑪　畜産研究所

ケ　備品標示票の未貼付

　指摘のあった備品については、備品

標示票を貼付した。
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　備品及び物品管理の状況確認のため、備品一

覧表をもとに現物との照合を実施したところ、

41点について備品標示票が確認できなかった。

山形県財務規則第155条をみると、表示するこ

とが困難な場合を除き、適正な備品標示票の貼

付を義務付けているため、規則違反の状況であ

る。

　従って、備品標示票の有無も含め、確認を行

うとともに、備品標示票の貼付されていない県

有備品について、備品の所有権を明確にし、定

期的に実施する備品一覧表との照合確認を容易

に行うことができるよう、山形県財務規則第

155条の規定に従い、所定の備品標示票を備品

現物へ貼付する、若しくは適宜の方法により、

適切な管理をしていくよう是正されたい。

養豚研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑫　養豚研究所

ア　毒物及び劇物管理規程の未整備

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

毒物及び劇物を使用・保管しているが、毒物及

び劇物に関する管理規程が整備されていない状

況であり、属人的な取り扱いが生じていた。他

方で、農業総合研究センター本所や園芸農業研

究所においては「毒物及び劇物管理要領」が定

められているところであり、農業総合研究セン

ター内研究所間で異なる取扱いがなされている

ことから、人事異動等が生じた際に、混乱が生

じる可能性も考えられる。

　この点、国による通知「毒劇物危害防止規定

について」では、毒劇物危害防止規定につい

て、「毒物又は劇物の管理・責任体制を明確に

し、以って毒物又は劇物による保健衛生上の危

害を未然に防止することを目的とした、事業者

の自主的な規範」であり、毒物劇物輸入・製

造・販売業者及び業務上取扱者の事業所ごとに

毒劇物危害防止規定を作成することが奨励され

ている。

　従って、国による通知を踏まえて、当施設に

おける毒物及び劇物に関する規程を速やかに整

備するとともに、毒物及び劇物を使用する可能

性のある農業総合研究センター内の研究所と同

様の毒物及び劇物管理の規程を整備するよう検

討されたい。

　「山形県農業総合研究センター養豚

研究所における毒物及び劇物管理要

領」を制定、令和６年１月４日より施

行し当要領に則った管理を行ってい

る。

養豚研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑫　養豚研究所

ウ　劇物及び毒物表示義務違反

　毒物及び劇物取締法第12条第３項をみると、

「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物

又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医

　令和５年11月に、当該冷蔵庫への

「医薬用外劇物」及び「医薬用外毒

物」の表示を実施済み。
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薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、

劇物については「劇物」の文字を表示しなけれ

ばならない。」と規定されているが、本施設の

冷蔵庫に保管されている毒物及び劇物に関し、

当該冷蔵庫に「医薬用外劇物」及び「医薬用外

毒物」の表示がされていない。従って、現状法

令違反の状況であり、速やかに是正されたい。

水産研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑬　水産研究所

ア　毒物及び劇物の取扱義務違反

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

劇物に指定される「ホルムアルデヒド」の容器

が保管庫前の机の上に置かれている状態であっ

た。この点、劇物の取扱いについては、毒物及

び劇物取締法第11条及び水産研究所薬品管理規

程１一般事項にて規定されている。中身の有無

は確認していないが、いずれにせよ極めて危険

な状況であり、かつ、法令に違反している状況

であるため、速やかな是正と対応措置を講じる

よう対応されたい。

　薬品を使用した際は、保管場所から

出したまま離席せず、離席する場合は

薬品室（棚）を施錠するよう、令和６

年４月５日開催の会議で職員に周知徹

底した。

水産研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑬　水産研究所

イ　毒物及び劇物管理規程の未整備

　本研究所には、「薬品管理規程」はあるもの

の、当該規程の中に毒物及び劇物の取扱に係る

記載がない状況である。

　この点、国による通知「毒劇物危害防止規定

について」では、毒劇物危害防止規定につい

て、「毒物又は劇物の管理・責任体制を明確に

し、以って毒物又は劇物による保健衛生上の危

害を未然に防止することを目的とした、事業者

の自主的な規範であり、毒物劇物輸入・製造・

販売業者及び業務上取扱者の各事業所に毒劇

物危害防止規定を作成することが奨励されてい

る。」とされている。

　従って、国による通知を踏まえ、当施設にお

ける毒物及び劇物に関する規程を速やかに整備

するよう検討されたい。

　これまでも「薬品管理規程」により

他の薬品と同様に毒劇物の管理は行っ

ていたが、令和６年４月１日付けで本

規程を改正し、毒物及び劇物に関する

内容を明記するとともに、令和６年４

月５日開催の会議で職員に周知した。

水産研究所 ２．各試験研究機関への往査

⑬　水産研究所

ウ　毒物及び劇物実地棚卸の未実施

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

毒物及び劇物の実地棚卸を実施していなかっ

た。この点、毒物及び劇物を含む薬品類の取扱

に係る管理規程である「水産研究所薬品管理規

程」には、「管理責任者は、所長の指示により

年度当初及び必要に応じて、薬品の在庫量を

「薬品一覧簿」及び「薬品使用簿」と照らし合

わせ確認する。」旨規定されている。以上より、

　令和６年３月に、薬品室（庫）３カ

所について棚卸を実施し、在庫管理

シートにおいて毒物及び劇物とそれ以

外の薬品の区分けを実施し、薬品の管

理を行った。
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毒物及び劇物について、少なくとも年に１回は

棚卸を実施し、実際の在庫量を把握するととも

に、受払記録との整合性を確かめるよう是正さ

れたい。

森林研究研修セン

ター

２．各試験研究機関への往査

⑮　森林研究研修センター

ア　毒物及び劇物管理方法の見直し

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

毒劇物保管庫から払い出したものの、未使用の

まま研究室に保管されている在庫が存在した。

当施設において、毒劇物の管理について「山形

県森林研究研修センター薬品類管理要領」に基

づき適正な運用が求められているが、研究員が

毒劇物保管庫から持ち出したものの、払出記録

に記載された日にはすべてを使用せず、未使用

若しくは一部のみ使用し、残りの分量は研究室

において保管している毒劇物も少なからず存在

するとのことである。

　当該要領には「試験研究用試薬の毒劇物・危

険物、試験研究用農薬は本館薬品庫に施錠し保

管する」とあり、毒劇物自体を本館薬品庫以外

に保管することは規定違反の状態である。この

ような場合、受払記録の残量と実際の残量との

間に差異が生じ、使用履歴管理と残量管理がな

されない状況となってしまうことから、研究員

は毒劇物保管庫から持ち出した毒劇物について

は、払出記録に記載された日にそのすべてを使

用するか、研究室持ち出し分についても別途払

出記録を整備し、使用履歴の事後検証可能性、

追跡可能性を担保するよう是正されたい。

　令和６年３月19日付けで「山形県森

林研究研修センター薬品類管理要領」

を改正し、薬品庫から持ち出した薬品

は原則使い切ることや、やむを得ず

残った場合の取扱い等について規定し

た。

村山総合支庁農業

技術普及課産地研

究室

２．各試験研究機関への往査

⑯　村山総合支庁産業経済部農業技術普及課産

地研究室

イ　園芸農業研究所主任技能員及び研究技能員

による職務分掌を逸脱した業務関与

　支出伺兼支出票及び請求書、納品書等の査閲

で、当施設「業務概要」の職員に関する内容に

記載のない者が起案者とされた伝票が複数発

見された。当該起案者は園芸農業研究所所属の

主任技能員及び研究技能員であり、本産地研究

室所属職員が兼務職員として業務を依頼してい

た。

　しかし、これらの職員は本産地研究室の構成

員ではないため、業務依頼は職務分掌外とな

る。ついては、本産地研究室に所属していない

者への業務依頼は厳に慎むとともに、その上

で、リソース不足等、現状の運用を継続する必

要がある場合には、当該主任技能員及び研究技

能員に対しても、本産地研究室の兼務職とすべ

　令和６年４月１日に「附属機関の役

職等に充てる職員の指定に関する規

程」が改正され、園芸農業研究所の研

究技能員９名が村山産地研究室の業務

を兼務することとした。
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きと考える。

会計局会計課（最

上総合支庁農業技

術普及課産地研究

室）

２．各試験研究機関への往査

⑰　最上総合支庁産業経済部農業技術普及課産

地研究室

ア　再委託の定義及びその取扱いの明確化

　畜産研究所と同様に当施設とＡ社との間で締

結した給水設備保守点検業務委託契約の一部業

務（水質検査業務）について、検査能力を有さ

ないことを理由に相手方からＢ社へ再委託が行

われているが、当該再委託について、業務委託

契約書に定められている事前協議手続きが行わ

れていない。

　施設担当者へのヒアリングによれば、当該水

質検査業務については、受注者が検査能力を有

さないことから、他の業者へ依頼したものであ

り、そもそも「再委託」にはあたらないという

認識である。

　一般的に「再委託」とは、委託業務に係る履

行の全部又は一部について、第三者と委任（準

委任を含む）又は請負に係る契約を結び、役務

の提供を受けることをいい、本件のように、委

託業務の一部を契約者自らが実施せず、外注や

下請けに発注する場合は再委託に該当するもの

と考える。

　県によれば、再委託の定義やその取扱いを示

した通知等は特になく、各契約担当者が作成す

る契約書において、再委託の事前承認について

記載されているのみであり、契約書の当該条項

の適用に際しては、個々の事例に応じて契約担

当者に判断が委ねられている状態とのことであ

る。再委託にあたるのか否かについて一律の線

引きは難しいということも理解できるが、現在

の県の運用状況では、契約担当者の判断次第で

再委託禁止条項の適用の有無が分かれることと

なり、万が一事前協議がなされずに行われた再

委託において不測の事態が生じた場合に、責任

の所在が不明確となる。

　県は、「再委託」について定義やその取扱い

を明確に示すことにより、担当者レベルで判断

が分かれてしまうような現在の運用について是

正すべきである。

　令和６年２月に会計局会計課から各

課、各公所あてに、再委託の定義やそ

の取扱いを明確に示す通知を発出し

た。

最上総合支庁農業

技術普及課産地研

究室

２．各試験研究機関への往査

⑰　最上総合支庁産業経済部農業技術普及課産

地研究室

イ　毒物及び劇物実地棚卸の未実施

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

毒物及び劇物について実地棚卸を実施していな

かった。

　この点、「最上総合支庁農業技術普及課産地

　年度末に実地棚卸を実施し、在庫量

を確認した。引き続き、毎年、年度末

に実地棚卸を実施することとし、実際

の在庫量を把握し、適切に管理してい

く。
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研究室における毒物及び劇物管理要領」には、

「使用責任者は、毎年度末において毒劇物の整

理を行い、不要なものは使用簿にその旨を記載

し、廃棄処分の手続きを行うものとする。」旨

の定めがあり、「毒劇物の整理」には、定期的

な実地棚卸手続きの実施が含まれているものと

考えられる。毒物及び劇物については、少量で

致死量に達する場合もある危険物であることか

ら厳正な取扱いが求められるところであり、盗

難や紛失、不正使用防止の観点から、定期的な

在庫確認を行うべきである。

　以上より、毒物及び劇物について、少なくと

も年に１回は実地棚卸を実施し、実際の在庫量

を把握するとともに、受払記録との整合性を確

かめるよう是正されたい。

庄内総合支庁農業

技術普及課産地研

究室

２．各試験研究機関への往査

⑲　庄内総合支庁産業経済部農業技術普及課産

地研究室

ア　毒劇物保管庫の鍵の管理不備

　毒物及び劇物の管理状況を確認したところ、

当施設の毒劇物保管庫のうち、施錠されていな

い（錠が壊れている）毒劇物保管庫が発見され

た。

　当施設においては、毒劇物の管理に関する

「化学物質管理要綱」を定めているが、毒劇物

保管庫の鍵の使用及び保管については当該管理

要綱において特に定められていない。

　毒物及び劇物は施錠された保管庫で保管する

よう周知徹底を図るべきであり、故障した鍵は

早急な修理が必要である。さらに、当施設の本

館２階実験室は、その出入り口についても無施

錠の状態であったため、毒劇物保管庫の設置し

てある部屋の出入り口についても常時施錠して

おく必要がある。

　加えて、当施設の作業管理室・農業機械格納

庫内に設置してある毒劇物保管庫の鍵について

は、職員であれば誰でも自由に持ち出し可能な

状況となっている。

　この点、当施設の農薬（毒物及び劇物）の適

正な管理に関する事項を定めた運用手順書によ

れば、「農薬庫の管理は、室長が指定する管理

担当者が行う。」こととなっているが、実際に

は管理されているとは言い難い状況である。

　毒物及び劇物については、少量で致死量に達

する場合もある危険物であることから厳正な取

扱いが求められるところであり、盗難や紛失、

不正使用防止の観点から、毒劇物保管庫の鍵の

管理は非常に重要である。

　鍵の管理不備については下記のとお

り対応し、使用目的以外の持ち出し防

止を図った。

・錠が壊れていた本館２階実験室毒劇

物保管棚から、同室内の施錠できる保

管棚へ毒劇物を移動させ、使用等の管

理を行うこととした。

・毒劇物保管庫及び本館２階実験室保

管棚については、錠・鍵ともに破損し

ておらず、確実に施錠できることを確

認した。

・鍵の管理者を定めるとともに、毒劇

物を使用する者は、使用目的を鍵の管

理者に申し出て管理簿に使用日等を記

入することとした。
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イ　物品管理事務の適正化

　備品現物と備品台帳の照合確認について調査

したところ、平成25年６月18日付け会計第213

号「物品の管理事務について（通知）」に従っ

て実施がなされていなかった。備品現物と備品

台帳の照合確認は毎年８月末日までに行うもの

とされ、８月が事務の繁忙期であるなど、照合

確認が８月末までに終了しない場合は、物品管

理者の承諾を得て、年度内の別の期日を定め、

任意様式で決裁を受けることとなっている。し

かし、令和３年度及び令和４年度について物品

管理者の承認手続きが実施されていなかった。

　施設担当者によれば、所有する備品そのもの

の絶対数が多いことに加え、現場に持ち出して

いる備品が多数あり、期日までに照合確認作業

を終了することが難しいとのことである。しか

し、備品現物と備品台帳の確実な照合確認を実

施する目的は、現物と台帳の一致を確かめるこ

とのみならず、使用状況等についても実態を確

認の上報告し、当施設において今後の使用が見

込まれないものについては、遊休備品登録を

行って、全庁的な利活用の照会や市町村・公共

的団体等への情報提供等をすることにより、財

産の有効活用を図っていくことにある。そのた

めには、一定の期日における備品の使用状況、

今後の使用見込み等に関する情報を適時に報告

し、万が一期日までの報告が難しい場合には、

物品管理者による承諾手続きを経て、決裁等に

係る文書を保管しておく必要がある。

　令和５年８月に備品現物と備品台帳

の照合確認を行った。引き続き、通知

に従って適正な物品管理を実施してい

く。
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